






加盟店

カード発行会社

会員

3. クレジットカードにおける認証・決済の仕組み

②加盟店でクレジットカードを提示
（ネットの場合はカード番号/有効期限を入力）

　 ③ カード番号による認証認証
（オーソリゼーション）

決済

加盟店

カード発行会社

会員

加盟店管理会社

③ 売上データの送信
（売掛債権の譲渡）

④ 売上金の
支払い

国際ブランド会社

⑤ カード会社間での精算

⑥ カード利用代金
の支払い
（売掛債権の回収）

国際標準と各ブランドのレギュレーションに従い、カード番号を用いて認証・決済を行う。国際標準と各ブランドのレギュレーションに従い、カード番号を用いて認証・決済を行う。

CARDNET

CARDNET

① カードを発行

・POSシステム
・オンライン決済端末

POS

（取引銀行）（取引銀行）
・POSシステム
・オンライン決済端末

POS
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CARDNETCAFIS

4. 認証技術の発展とインターネットへの対応
2000’s1990’s1980’s1970’s1960’s

リ
ア
ル
店
舗
決
済

ネ
ッ
ト
店
舗
決
済

カードにエンボスされた会
員名、カード番号をインプリ
ンターを使い伝票に転写。
署名を付けて郵送。

カードにエンボスされた会
員名、カード番号をインプリ
ンターを使い伝票に転写。
署名を付けて郵送。

カードに磁気ストライプを貼
付。店頭の決済端末を介し
てカード番号をオンラインで
伝送。店頭で署名した伝票
は別途郵送。

カードに磁気ストライプを貼
付。店頭の決済端末を介し
てカード番号をオンラインで
伝送。店頭で署名した伝票
は別途郵送。

カードに接触型ICを搭載。
店頭の決済端末でPIN認証
後、IC上のカード番号をオ
ンラインで伝送し認証。

カードに接触型ICを搭載。
店頭の決済端末でPIN認証
後、IC上のカード番号をオ
ンラインで伝送し認証。

INTERNET

PCからカード番
号と有効期限を
入力し、認証。

PCからカード番
号と有効期限を
入力し、認証。

「3Dセキュア」に
よる認証。

「3Dセキュア」に
よる認証。

3Dセキュア*3Dセキュア*
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JCB
J/Secure

Verified by
VISA

MasterCard
SecureCode

*事前登録の上、カード番号/有効期限
のほかパスワードを入力して認証。



JPA etc.

5. クレジットカード認証・決済の適応領域

リ
ア
ル
店
舗
決
済

ネ
ッ
ト
店
舗
決
済

CARDNET

INTERNET

ネットにおける認証・決済スキームについて、「3Dセキュ
ア」を推進中。

磁気ストライプのほか、接触ICによる高セキュリティな
認証・決済を推進中。

Felicaを用いた非接触決済（ポストペイ）方式として、
QUICPay、iD、VisaTouchを推進中。

クレジットカードの対応が弱い領域
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おサイフ

ケータイ

iD VisaTouch

3Dセキュア3Dセキュア

JCB
J/Secure

Verified by
VISA

MasterCard
SecureCode



6. モバイルコンテンツの認証・決済構造

国際ブランド会社

カード会社（加盟店
管理/カード発行）

認証・決済ﾈｯﾄﾜｰｸ
会社

クレジットカード業界 携帯電話業界

クレジットカードの認証・決済構造は水平分業型であるのに対し、携帯電話は垂直統合型。クレジットカードの認証・決済構造は水平分業型であるのに対し、携帯電話は垂直統合型。
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■視点1：　携帯電話事業者とクレジットカード会社等との間の競争
モバイルコンテンツの認証・決済はクレジットカード会社等の他の認証・決済スキームが参入しにくい構造となっている。

■視点2： ユーザー利便性
モバイルコンテンツの認証・決済の方式が携帯電話事業者毎に異なっており、事業者に横断的な認証・決済手段が提供されていない。

主要5社

約20社

約200社

加盟店管理（Acquiring）
カード発行（Issuing）

CARDNETCAFIS

CP管理

端末販売

ドコモ網

docomo

CP管理

端末販売

au網

au

CP管理

端末販売

SBM網

Softbank

1社

1社

1社

1社

1社

1社

1社

1社

1社

1社

1社

1社

決済端末/POSの
開発・販売会社

数十社

POS
ドコモ端末 au端末 SBM端末

1社 1社 1社

JCB VISA American
Express

Master
Card

Diners
Club

（例）iD



7. モバイルコンテンツの認証・決済の課題（１）
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モバイルコンテンツの認証・決済において、クレジットカード会社等と携帯電話会社の競争が機能していない。モバイルコンテンツの認証・決済において、クレジットカード会社等と携帯電話会社の競争が機能していない。

携帯電話事業者の
認証・決済

プラットフォーム

携帯電話事業者の
公式CP

（=携帯電話会社の
加盟店）

4桁の暗証番号のみで認
証・決済

クレジットカード会社等
の認証・決済
プラットフォーム

非公式CP
（=クレジットカード会社

の加盟店）

4桁暗証番号

カード番号と4桁の有効期
限を都度入力

端末機体番号を共通の情
報として精算実施

カード番号を共通の情報
として精算実施

携帯電話の申込時に端
末機体番号と4桁の暗証
番号を紐付け登録

携帯電話事業者
のトップページ

課題2 ■クレジットカード会社等は、携帯電話の申込時に端末機体番号とカード番号の紐付け登録を行うことができない。

課題2課題3 課題1

課題3 ■クレジットカード会社等は、携帯電話のトップページを活用したポータルの運営やコンテンツ配信サーバーの運営ができない。

課題1 ■公式コンテンツの認証・決済プラットフォームは他の認証・決済手段との競争がなく、決済手数料が高止まりしている。
■携帯電話事業者の認証・決済プラットフォームには与信機能がなく高額決済には対応困難。本格的ECの展開の妨げ。

携帯電話事業者の
コンテンツ配信
サーバー

端末機体番号

1234

123412341234123



8. モバイルコンテンツの認証・決済の課題（２）
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キャリア横断的な認証・決済手段が提供されておらず、ユーザーの利便性が犠牲となっている。キャリア横断的な認証・決済手段が提供されておらず、ユーザーの利便性が犠牲となっている。

A社の
認証・決済

プラットフォーム

A社の公式CP
（=A社の加盟店）

A社の
携帯電話

A社端末機体番号

B社の
認証・決済

プラットフォーム

B社の公式CP
（=B社の加盟店）

B社の
携帯電話

B社端末機体番号 4桁暗証番号

キャリア変更

課題4課題4

課題4課題4 複数の携帯電話事業者にまたがる認証・決済プラットフォームが存在せず、現状ではキャリア変更の際に既に契約・購入済の
コンテンツを引き継ぐことができない。

端末機体番号引継不可

4桁暗証番号



9. モバイルコンテンツにおける認証・決済の在り方
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課題の解決には、クレジットカード会社（ネットワークに中立的な認証・決済事業者）等の役割が重要である。課題の解決には、クレジットカード会社（ネットワークに中立的な認証・決済事業者）等の役割が重要である。

A社の
認証・決済

プラットフォーム

A社の公式CP
（=A社の加盟店/

クレジットカード会社等
の加盟店）

A社の
携帯電話

A社端末機体番号 4桁暗証番号

B社の
認証・決済

プラットフォーム

B社の公式CP
（=B社の加盟店/

クレジットカード会社等
の加盟店）

B社の
携帯電話

B社端末機体番号 4桁暗証番号

クレジットカード会社等
の認証・決済
プラットフォーム

非公式CP
（=クレジットカード会社

等の加盟店）

A社端末機体番号 4桁暗証番号 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号等

B社端末機体番号 4桁暗証番号 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰド番号等

措置1

措置2

措置3 公式コンテンツによるクレジットカード会
社等の認証・決済の利用を可能にする。

携帯電話の申込書等で認証・決済プラッ
トフォームの選択を可能にする。

認証・決済プラットフォームの運営会社
にトップページを活用したポータルの
運営を認める。

※横断的なサービスを提供する「中立的な
認証・決済プラットフォーム」



10. 本件措置に期待できる効果
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コンテンツプロバイダーにとってのメリット

高額決済も可能になるため、本格的なモバイルコマースの展開が可能になる。

認証・決済プラットフォーム間の競争促進により、決済手数料の引下げが期待できる。

クレジットカード会社が「中立的な認証・決済プラットフォーム」を運営することで、以下の効用が期待できる。クレジットカード会社が「中立的な認証・決済プラットフォーム」を運営することで、以下の効用が期待できる。

携帯電話事業者の決済サービスは「回収代行」方式であるのに対し、クレジットカード会社のそれは「債権譲渡」方式であるためコ
ンテンツプロバイダーは債権回収リスクから解放される。

エンドユーザーにとってのメリット

携帯電話ユーザーは「中立的な認証・決済プラットフォーム」を利用することにより、キャリア変更の際にもコンテンツの契約はその
まま引き継ぐことができる。

ファイナンスサービスやポイントサービスなど、「中立的な認証・決済プラットフォーム」が提供する様々な付加価値サービスが利用
できる。

おサイフケータイでプリペイド型の電子マネー（Suica、Edy、nanaco等）を利用する場合、チャージ用のクレジットカードが簡単に
登録できるようになる。



11. まとめ

1. モバイルコンテンツに係る認証・決済プラットフォームについて、
携帯電話ネットワークを保有しない事業者（クレジットカード会社
等）が携帯電話事業者と対等の条件で「中立的な認証・決済プ
ラットフォーム」を運営できる環境を整備すべき。

2. 上記と併せて、携帯電話事業者と「中立的な認証・決済プラット
フォーム」の運営者の有効な競争を確保するため、「中立的な認
証・決済プラットフォーム」の運営者が、携帯電話のトップページ
を用いたポータルの展開やコンテンツ配信サーバーの運営など
を行うことも可能にするための措置が必要である。
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